
この度、より多くのお客様にご利用いただきやすいよう、

割引の対象を拡大することとなりました。

２０２６年４月１日（水）より、下記の受給者証をお持ちのお客様も、

路線バス（高速バス除く）で割引をご利用いただけるようになります。

・特定医療費（指定難病）受給者証

・小児慢性特定疾病医療受給者証

普通旅客運賃
回数旅客運賃

定期旅客運賃

東濃鉄道㈱バス事業担当　　　℡0572-25-8085
　詳細は下記までお問い合わせ下さい。

割引の対象拡大について

いつも東鉄バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

特定医療費（指定難病）受給者証
小児慢性特定疾病医療受給者証

５割引

３割引


